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第１回 吉野川堤防強化検討委員会 

 
日 時：平成１６年８月２３日（月） 

１３：３０～１６：００ 
場 所：ホテルクレメント徳島 ３Ｆ 光風の間 

 

【司会】 

 開会挨拶及び資料確認 

【事務所長】 

  徳島河川国道事務所長の○○でございます。 

  委員の皆様方には、常日頃から事務所の河川事業につきまして、いろいろな

形で技術的なご指導、ご助言を賜っております。誠に有り難うございます。 

  皆さんご承知のとおり、７月の中旬に新潟県と福井県の方で大水害が発生い

たしました。 

  新潟県の方は、信濃川の支川の五十嵐川という川と、それから刈谷田川とい

う川で堤防が切れております。その結果、浸水家屋が実に２６，０００棟、死

者が１５名という大惨事になったわけでございます。その後直ぐに福井の方で

大水害が起こりました。こちらは九頭竜川の支川の足羽川という川でございま

すが、こちらも堤防が切れて、こちらにつきましては浸水家屋が１２，０００

棟という大水害になったわけでございます。ＪＲの鉄道橋等も沢山流出いたし

ました。 

  一方、四国では皆さんご承知のとおり、この８月のあたまに台風１０号が襲

来いたしました。台風が過ぎ去ってからも南風が吹き込んで、本当に長雨が続

いたわけでございます。この結果、木沢村、あるいは上那賀町の方ではまさに

記録的な想像を絶するような大雨が降ったわけでございます。その結果、山腹

の崩壊、あるいは土石流の発生によりまして、橋梁の流出、あるいは家屋の倒

壊、道路の崩壊等、大きな被害が出たところでございます。 

  吉野川につきましては、治水基準地点であります岩津の上流の流域平均雨量

が約４７０mm、流域平均雨量の２日雨量ですが、４７０mm 降っております。流

量が毎秒１万ｍ３を超える大出水になりました。吉野川本川は全川にわたって警

戒水位を超え、それから池田地点においては、危険水位を突破するというよう

な状況になったわけでございます。上流にあります早明浦ダムで洪水調節を行

いまして、その結果本川で１．２ｍ水位が下がったと計算されておりまして、

そういったこともありまして、浸水家屋はそんなに出ませんでしたけれども、

堤防の方は漏水が何カ所か発生しております。 

  以上のことから分かることは、１点目は雨につきましては、観測記録を上回

るような雨が降るんだということでございます。これは平成１２年の東海豪雨

の時もそうでしたし、昨年でいいますと北海道、あるいは熊本県の水俣市、あ

るいは福岡市の水害でもいわゆる既往最大の雨が降ったわけでございます。雨

は自然現象ですから、これまで降らなかったからといって今後も降らないとい
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う保障は何もないということでございます。 

  それから２点目は、堤防がもしもいったん切れると、とにかく流域に大きな

被害をもたらすんだということでございます。後程事務局の方から詳しい説明

があろうかと思いますが、吉野川の堤防につきましては、明治の終わりから昭

和の初期にかけて吉野川の第一次改修というのが行われておるんですが、その

時に吉野川の下流の堤防の今の原形ができております。堤防をつくる時には、

近くの土を使って堤防をつくったというふうなこととされておりまして、それ

はどういうことかといいますと、近くの土ということは川の砂であったり、砂

利、そういったものが混じっているということでございます。それからなにぶ

ん古い昔のことですから、どういった材料を使ったのか、あるいはその材料が

どういう性状を持っているのかというのはよく分からないというのが実態でご

ざいます。それから一方、地震に対してどうなのかということにつきましては、

平成７年の阪神淡路大震災の後、堤防の点検を行って、必要な箇所についてそ

の耐震の観点から対策が行われております。そういった意味では、一定の安全

性が確保されているといえるわけですが、では近い将来に発生が予想されてお

る南海地震、あるいは東南海地震に対してどうかということになれば、その点

についていえばまだ未検討、検討されてないというのが現状でございます。堤

防というのは治水上、最も基本的な河川の構造物でございます。従いまして、

堤防も洪水時の浸透、あるいは侵食に対する安全性、あるいは地震に対する安

全性というのをきっちりと技術的に評価し、今後どういう対策をとっていけば

いいのか、しっかりと委員の先生方に審議をしていただきたいと考えておりま

すので、どうぞ宜しくお願いいたします。 

【司会】 

  委員紹介 

  徳島大学工学部 ○○教授、地盤工学 

  徳島大学工学部 ○○教授、耐震工学 

  徳島大学工学部 ○○教授、河川工学 

  徳島大学工学部建設工学科 ○○助手、耐震構造工学 

  国土交通省徳島河川国道事務所 ○○所長 

【事務局】 

  吉野川堤防強化検討委員会 規約・傍聴規定 

   （読み上げにつき省略） 

【司会】 

  事務局より提案がありました委員会規約と傍聴規定についてご審議をお願い

いたします。 

  ご意見ございませんでしょうか。 

  それではご意見がないようですので、本規約と傍聴規定については了承され

たものといたします。 

  それでは規約に従いまして、委員長選出をお願いいたします。どなたかご推
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薦などございませんか。 

【○○委員】 

  はい。 

【司会】 

  どうぞ。 

【○○委員】 

  ○○教授が適任だと思いますので、推薦させていただきます。 

【司会】 

  分かりました。 

  ○○先生を推薦されるご意見が出ましたが、いかがでしょうか。 

【委  員】 

  異議なし。 

【司会】 

  それでは○○先生に委員長をお願いいたしたいと思います。 

  引き続きまして、規約に基づきまして、委員長代理の指名を委員長にお願い

いたしたいと思います。 

【委員長】 

  恐縮ですが、○○委員にお願いできればと思いますが。 

【司会】 

  委員長のご指名がありましたので、委員長代理を○○先生にお願いいたした

いと思います。宜しくお願いいたします。 

  それでは先生、正面の方へお願いいたします。 

  それでは○○先生に委員長の就任のご挨拶をいただきたいと思います。 

  委員長、宜しくお願いいたします。 

【委員長】 

  ご指名いただきました○○でございます。僭越ではありますが、以後この委

員会の委員長として進行役を務めさせていただきたいと思います。どうぞ宜し

くお願いいたします。 

  先程、○○事務所長からもお話がございましたように、吉野川に限らず、川

の堤防というのは、とりわけ河口近辺では随分と形が整えられて、しかもその

天端は立派な舗装があって、道路として利用されているというようなことで、

随分と我々一般の人達に親しみのある構造物になっております。それは言い換

えると、何かしらきっちりと出来上がっておるというような、そういう錯覚を

与えることになるわけですが、川の堤防というのは実は二つの理由で、内部の

様子があまりよくは分かってないんです。一つはですね、先程お話がありまし

たように、堤防というのは過去のある時期に何もないところに一斉に設計をさ

れ、それに基づいてつくられたというものでは実はなくて、随分と古い時代か

ら洪水によって堤防が氾濫する度に、おそらく近隣の住民の方はですね、応急

手当的に、これまた近隣の土砂をかき集めて、とりあえず堤防の形を保つとい
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うふうなことの繰り返しで今に至っていると。吉野川に限定しますと、明治の

後半、大正、昭和４０年代と、こういう時代を経てですね、規模が大きくされ、

つまり嵩上げをされ、あるいは拡幅をされということで、形の上では立派な堤

防が出来上がっておる、こういうことです。けれど、過去につくられた部分が

どういう土で出来ているかということを確認することではなかったということ

で、それまであったものの上に新たに土を盛り、あるいは広げるという形で今

に至っているという意味で、一つには内部の様子がよくは分かってないという

こと。 

  もう一つは堤防の構造物としての特徴はですね、河口から何十 km という、と

にかく非常に長いということですね。これが土木構造物、いろんなものがあり

ますが、土木構造物の数ある中でですね、一つの特徴としていえることなんで

すね。とにかく長いということ。長いということは場所ごとに随分違った状態

が出来上がっておるという意味で、この意味でも内部の様子が十分には分かっ

ていないと、こういうふうな背景がございます。そういったところで、一つに

は、平成１３年９月に政府の地震調査委員会の方で、ご記憶だと思いますが、

南海地震、あるいはすぐその東側に震源域を持っている東南海地震の向こう３

０年以内の発生確率が４０％である、あるいは５０％であるというかなり衝撃

的な調査結果が公に公表されました。あるいは少しその後、時の経過があって、

南海地震、東南海地震だけではなく、もう一つ向こうの東海地震が場合によれ

ば同時に発生しうる、その場合には何百人、何千人という方が亡くなるであろ

うというようなこういう予想結果も出てまいりました。次の南海地震、東南海

地震の海溝型の地震のもとで非常に大きい津波が懸念されておりますが、吉野

川の川の堤防に限定して言わせていただきますと、津波の水が、波が吉野川の

河口から上流に向かってかなり遡上する危険性、可能性が指摘されております。

一転して、先月７月の１０日過ぎぐらいからですね、北陸地方、新潟、あるい

は福井県あたりで集中豪雨に見舞われて、大変な惨事が引き起こされました。

あるいは当時、「ああ、北陸地方の人は大変だな」との思いをもっておりました

ら、何と７月３１日のお昼頃からでしょうか、徳島地方にですね、大変な豪雨

をもたらす台風１０号の余波がありまして、結果として木沢村とか、あるいは

上那賀町あたりではですね、通算の降雨量が２，０００mm を超すような、ある

いは１日の降雨量が１，０００mm を超すというような驚くほどの、つまり観測

史上過去に経験がないというほどの大変な集中豪雨に見舞われたわけですね。

そういったところで、幸いにもこの吉野川水系には随分大きい洪水を引き起こ

しましたが、川の堤防が私達一般の住民として、「これは大変だ」というほどの

ことにはならなかったと私自身は理解をしておりますが、ともかくあれほどの

大きい雨がもしもこの吉野川の水系に集中して降れば、どういうことになるの

かということは、これはなかなか大変なことがあろうかと思います。 

  そういったところで、この度国交省の川の堤防を全国的におそらくきっちり

と見直そうという、こういうことだと思いますが、吉野川の堤防強化検討委員
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会というものができました。堤防の現在の安全性、堤防が仮に将来災害が起き

るとすれば、二つの大きい引き金がございます。それは言うまでもなく、雨、

豪雨と、それから地震ということですが、その二つに対して、現在の堤防の安

全性がどういう状況になるのかというようなことをきっちりと評価し、そして

危ないところはそれなりの手当をしようと、こういう背景での委員会を設立す

るということで、我々５名ですけれど、○○委員は行政側の河川をおさめると

いう立場での委員で、あと私は地盤工学、これは土とか岩盤の、あるいは岩石

の工学力学を教育し、研究するというようなことを専門としておりますが、あ

と耐震工学、あるいは地震工学のお二人の専門家と、河川工学の専門家、こう

いう専門背景にしておる我々が、何とか力を合わせて堤防の現況のありとあら

ゆる側面を明らかにして、それなりの提言をできればというような思いでこの

委員会に臨んでおります。どうぞ宜しくご協力、ご支援をお願いしたいと思い

ます。 

  以上、私の冒頭のご挨拶にかえさせていただきます。どうも失礼いたしまし

た。 

【司会】 

  有り難うございました。   

  それでは、これからの議事進行につきましては、委員長にお願いいたします

ので、宜しくお願いいたします。 

【委員長】 

  はい、承知しました。 

  それでは、お手元の配付資料を１枚めくっていただきますと、本日の第１回

吉野川堤防強化検討委員会の議事次第というのがございますが、それの中程よ

りやや下、７番目の議事という、ここから私の方で進行役を務めさせていただ

きます。 

  まず１番目の討議内容及び工程ということにつきまして、事務局の方からご

説明をいただきたいと思います。 

【事務局】 

  応用地質の○○でございます。座ってご説明させていただきます。 

  お手元に資料がございますけども、一応説明用のパワーポイントを準備いた

しましたので、そちらで説明させていただきます。 

  まず全体の討議内容及び工程ということでございます。 

  今回の検討会は合計６回、今年度３回、来年度３回を予定しております。も

う少し詳しくご説明いたします。 

  まず第１回の委員会は本日でございまして、吉野川堤防の概要及び堤防強化

対策上の課題ということでご審議いただきます。 

  委員会の討議内容と工程、今ご説明しております。それからこのあと堤防の

概要、被災履歴とこれまでの堤防強化対策、それから堤防強化対策の課題とい

う内容でご審議いただきたいと思っております。 
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  第２回委員会は、１０月頃開催を考えております。 

  ここでは一連区間の細分といたしまして、浸透、侵食、地震を対象にいたし

まして、堤防の安全性を検討していくということでございます。ここでまず既

往資料による検討区間の細分を行います。それからまず浸透と侵食につきまし

て、現況堤防の安全性に関する検討条件をご審議いただきたいと思っておりま

す。具体的には設定外力、それから土質定数ということが主たるテーマになる

かと思います。 

  それから第３回委員会は２月頃開催を考えております。 

  ここではまず現況堤防の安全性評価ということで、浸透、侵食につきまして

第２回の委員会でご審議いただいた外力、土質定数に基づいて検討した結果に

ついてご審議いただくということでございます。それによって必要対策区間を

抽出し、目標値以下の区間を抽出いたします。この目標値以下の区間について

は対策の対象区間ということになります。それからもう一つは、地震について

現況堤防の安全性に関わる検討条件と照査手法についてご審議いただきたいと

思っております。具体的には設定外力、照査方法、土質定数ということでござ

います。 

  第４回委員会以降は来年度になりますが、第４回委員会は来年度の６月頃と

しております。 

  ここでは地震に関して現況堤防の安全性評価を第３回でご審議いただいた外

力、照査方法、土質定数に基づいて検討した結果をご報告いたします。それに

よって必要対策区間を抽出し、目標値以下の区間の抽出ということで対策区間

を決めていきたいと考えております。そのあとは対策工の検討ということで、

まずここでは浸透と侵食につきまして条件を整理し、工法比較し、既往対策工

の評価を行いながら今後の対策を検討していくということを考えております。 

  第５回の委員会は、来年の１０月頃開催を考えておりまして、ここでは地震

についてが主なテーマになります。 

  対策工の検討でありますが、条件を整理し、工法を比較し、既往対策工の評

価、それから環境への影響評価、総合検討という内容を考えております。 

  第６回委員会は、最後の委員会でありまして、再来年の２月頃の開催を考え

ております。 

  ここでは全体のとりまとめ、そして更に今後の維持管理、モニタリングにつ

いてご審議いただきたいというふうに考えております。 

  以上が委員会の討議内容及び工程でございます。 

【委員長】 

  有り難うございました。   

  ただいまご説明いただきました諸々の事項について、何かご指摘なり、確認

したいことがありましたらどうぞ宜しくお願いいたします。 

  ございませんか。 

  今のお話は、今後のこの委員会の進め方ということですから、この時点では
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今のことで宜しいですかね。今後委員会を重ねる過程でいろんな問題が顕わに

なろうかと思いますが、その時点でまた場合によれば少しこの方向を修正する

というような、こういうこともあろうかと思います。 

  それではただいまの件につきましては、以上でご了解いただいたということ

にさせていただきたいと思います。 

  続きまして、議事の二番目ですが、吉野川堤防の概要ということで、同じく

事務局の方でご説明お願いできますかね。 

【事務局】 

  はい。 

  続きまして、吉野川堤防の概要についてご説明いたします。 

  まず最初に概要を説明する前段といたしまして、河川堤防が破壊に至るメカ

ニズムというものをちょっと簡単にご説明して、それから本題に入りたいと思

っております。 

  河川堤防が破壊に至るメカニズムは、大きく浸透による破壊、越水による破

壊、侵食による破壊、地震による破壊と４種類ございます。 

  まず浸透による破壊で、これは実際に浸透によって堤防の裏法尻が崩壊した

事例でございます。これは具体的には鹿児島県の川内川でございますが、その

時の写真でございます。浸透による破壊の過程を説明いたします。①から⑦ま

で破壊の順番に絵に描いてございます。ここで重要なことは①，②の段階で降

雨があるということでありまして、破壊する前に、例えば大量の降雨があると

いう場合に、その降雨によって堤防の中の浸潤線が特に表裏側の法尻の浸潤線

が上昇してくる。それによってその浸潤した土が強度を低下させるという段階

でございます。これによって③にありますように、その段階で一部川裏側の法

尻が強度低下によって若干のすべりを起こすというふうなことも起きておりま

す。その後に④以降で河川水位が上昇してくるというようなことになりますの

で、この河川水位の上昇による堤防の中の浸透が降雨によって既に浸潤線が上

がっていることによって、思いのほか早く裏法の肩に達してしまうという現象

が起きます。それによって⑤番，⑥番に示しておりますように、裏法が大きく

すべってきて、それが更に法面から天端に波及して、⑦番のように崩壊してい

くというのが浸透による破壊過程の代表的な事例と考えております。 

  次が越水による破壊で、これは水戸の那珂川の例でございますが、このあた

りの川のところに天端の裏法肩がございます。これが実施に破壊といいますか、

越水した時の写真でございます。越水による破壊過程をここで①から⑥までで

順番に示しております。この場合も降雨によりまして、やはり川裏側の法尻付

近が弱化して、強度が低下してそこで若干のすべりが起きる場合でございます。

②で越水が始まりますと、②番，③番ということで、越水によって堤防の天端

を超えた水が川裏側の裏法尻、それから裏法面、それから小段というところに

洗掘作用を働かすと。それが④番の状況でございます。まず越水した水が裏側

法尻、それから法面、小段を洗掘させて、一部そこで破壊を起こしてくると。
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それが徐々に大きくなって⑤番のように堤防の天端が裏側から破壊して崩壊し

ていく。そうしますと川表側の圧力に耐えかねて、このやせ細った堤防が⑥番

のように一気に流出してしまうというふうな破壊過程が代表的な破壊過程と考

えております。 

  次が侵食による破壊の例でございます。この写真は、阿武隈川の支川荒川で

実際に写された写真でございます。時間がまず左上が８：３０頃ですけども、

この頃の写真でございますが、かなり天端近くまで河川水が上昇しております。

８：３５頃になりますと、表側の天端が一部侵食されて欠け始めたと。３７分

になると欠けが大きくなって、ついに９：００頃には全部残りも流出してしま

ったと。これが侵食による破壊の写真でございます。侵食の作用形態というの

は、ここに絵にありますように、大きく箱でくくった４種類を考えられており

ます。一つは左下にあります河床の洗掘ということでありまして、これは流水

の洗掘作用によりまして護岸の根固め、あるいは基礎などが洗掘されていくと。

それによって護岸が足下をすくわれるようにして崩壊していくと、あるいはす

べっていくということが一つでございます。 

  それから揺動流体力というのは、これは床止めでありますとか、そういうよ

うなところでもって河川水がそこで大きなエネルギーといいますか、水流の強

い乱れが生じまして、それによって護岸の法覆工とか、根固工があおられて、

ずれたり損傷したりするという現象でございます。 

  それから側方侵食というのは、これは一番侵食の形態として河床洗掘の次に

多いことでございますが、流水の力によって護岸工が横から洗掘されていくと

いう状況でございます。掃流力によって直接侵食されるというものでございま

す。   

  それから右側の方にあります裏込め強度低下というのは、これは高くなった

水位が護岸の裏から浸透して、護岸の裏の方にまわっていって吸い出しとか、

あるいはゆるみを生じて堤体全体を不安定化させるという現象でございます。 

  最後は地震による破壊でありまして、この写真はご存知の阪神大震災の時の

淀川の酉島地区の写真でございます。 

  地震による破壊過程は、今の酉島地区の破壊形態をこの①から④の図で示し

ております。元々はパラペット構造の堤防でございます。地震によってこの堤

体の基礎の砂質土が液状化したことによりまして、②のようにパラペットの重

量によって表側のパラペットが沈み始めます。それが③の方でそれが沈むこと

によって表側が傾きますが、天端のところも同時に沈み始めますので、天端に

大きなクサビ状の区画が生じると。④のように最終的にパラペットがほぼ９０

度傾いて、残った堤体もクサビ状の亀裂を生じて沈んでいると。実際に、開削

しておりますけども、下から吹き上がってきた砂が流路構図を示しているとい

う現象も確認されております。 

  今が前段でございましたが、本題の吉野川堤防の概要ということに入らせて

いただきます。 
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  ここではまず、一つは築堤の経緯についてご説明いたします。  

  それから被災の実績、それから堤防沿いの地質状況という順序でご説明いた

します。 

  まず、吉野川堤防の築堤の経緯でございますが、これは右岸の８km 付近の実

際に開削された部分の築堤の断面でございます。下がその時の写真でありまし

て、その上にあるのがスケッチ図でございます。大きく吉野川堤防の築堤は、

３回の築堤から履歴を持っております。一つは左下にあります、ここでは掻き

寄せ堤と書いておりますが、在来堤でございます。これは明治以前に築造され

ております。その上に第一期築堤がございまして、これは明治４０年から昭和

２年頃の築造でございます。そして一番最後に二期堤として、昭和２４年から

昭和４０年に築造されたというような履歴を持っております。これはだいたい

全区間共通の状況でございます。 

  中の土質は各 km 堤によって幾分違います。この８km の場合では、在来堤は

主に細砂とシルト、シルトからなっております。これを覆うように第一期の築

堤が斜めの施工跡が見えますけども、これも細砂及びシルトからなっておりま

す。この斜めの施工跡というのは、掻き寄せ堤から掻き出した土砂をですね、

土を人力で踏みしめて施工していったという時の施工上の特徴でございます。

最後にこれを覆うように、ここではシルトないし砂質シルトとなっております

が、二期堤の施工が行われております。これは８km でございますけども、あと

で全体の地質状況でご説明いたしますが、もう少し上流の方にいきますと、一

期堤、二期堤とも礫質土が主体になっているというふうに堤防の土質の成分は

変わってまいります。 

  次に主要な被災実績ということで表に示しております。 

  これは、一番左側が発生年月、真ん中が洪水、それから地震を基に原因にな

った被害台風、それから地震でございます。それから一番右側の方に洪水の場

合には岩津のピーク流量、それから地震の場合には最大震度を示しております。

これは主に被災の大きかったというものをピックアップしたものでございます。

安政南海地震が最大震度Ⅵということで１８５４年でございました。それから

南海地震が１９４６年にございまして、この時は震度Ⅴでございます。これ以

降これに匹敵するような大きな地震は起きておりません。洪水の方は、昭和２

９年の台風１２号でピーク流量の約１５，０００トンというのがございまして、

これが現在でも流量のピークとしては現在でも最大でございます。それから昭

和４９年にまた同じようなのがございまして、昭和４９年の時のピーク流量は

２９年より若干下回っておりますが、あとで出てきますが河川水位で見ますと、

この時がピークの河川水位を示しているものでございます。あとは昭和５１年、

それから平成９年、更に今年度の平成１６年ということで、かなり大きな被害

をもたらした台風による洪水でございます。 

  次が地質状況でございます。 

  地質状況の絵はまたこのあとに出てまいりますが、大きな特徴を３点ほど述
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べさせていただきたいと思います。 

  吉野川の場合は１４ｋm 付近、これは旧吉野川との分岐のあたりでございま

す。より下流では砂質土が主にかなり厚く分布しておりまして、これは二層の

帯水層に分かれます。この砂質土の間には粘性土が分布しております関係上、

下位にある砂質土は被圧帯水層というふうに考えられます。それから今切川、

旧吉野川は、これは吉野川の今の１４ｋm より下流域とほぼ同様の土質の分布

を示しております。１４ｋm から上流域になりますと、礫質土が分布しており

まして、所々で粘性土を挟むという状況でございます。 

  これを絵に示したのがこちらの図でございます。地質縦断図でございます。

上の縦断図が吉野川であります。右側が河口、左側が上流で、岩津橋が一番左

側でございます。それから下にあるのが今切川と旧吉野川で、いずれも右側が

河口でございます。吉野川で見ますと、第十堰のあります１５ｋm 付近、この

あたりを境にして下流側の方では砂質土が主体をなしております。ただしいき

なり砂質土に変わるわけではなくて、１０ｋm 付近までは部分的に礫質も混じ

えるということで、こういうことがあとで述べます漏水の実態にも出てきてお

ります。それから１４ｋm 付近から上流では、主にこの茶色で示しております

礫質土が主体になっておりまして、部分的に粘性土も挟むというふうな状況で

ございます。下の今切川、旧吉野川については、吉野川の先程の下流と同じ様

な色合いになっておりまして、基本的に同様な砂質土が主体になって、やはり

粘性土を挟むという状況でございます。 

  以上が吉野川堤防の概要でございます。 

【委員長】 

  どうも有り難うございました。 

  沢山の絵が画面に出てまいりましたが、何かただいまのご説明について確認

なり質問なりございませんか。 

  大したことではないので、私から一つ誠にすいませんが、これ、○○先生に

お尋ねすべきと思いますが。 

 最初の方でですね、４つのタイプの崩壊というか、可能性というか、例えば

洗掘であるとか云々というのがありましたですね。あの絵はすぐ出てまいりま

せん？ 

 河床洗掘であるとかですね、それから背後の剪断強度の低下であるとかって

いう、この、これですね。ここで私は河川工学は学生時代に教わって、素人み

たいなんですけど、大したことはないんですけれど、洗掘という言葉と、それ

から侵食というこの言葉、これ見ると、護岸工の、要するに法面の文字通り斜

面部分がやられると、これは侵食という言い方をするんですかね。つまりあそ

こでもう洗掘という言葉はあってもいいような気がするんですが、そうすると

洗掘と侵食というのは、専門家はどういうふうに区別しておられるのかなとい

うことをちょっと。ものの本によりますと、侵食というので斜面の側面を、失

礼、洗掘です。ごめんなさい。洗掘という言葉でですね、法面部分がやられま
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すというようなことを書いてあるはずなんですよね。さほど深刻な問題ではな

いんですが、言葉の定義として侵食と洗掘というものの明確な使い分けみたい

なのはしておられるんですかね。 

【事務局】 

  ちょっとここではあまり厳密な言葉の定義、ちょっと若干問題があるかもし

れませんが、一応ここの表現といたしましては、鉛直方向に土が洗掘されてい

くと。それから侵食というのはどちらかというと流れの方向に、横方向に進捗

されていく。される対象も侵食の場合はやや底面ではなくて側面といいますか、

そういうふうに主に横方向に侵食されていくというふうな。厳密ではありませ

んけども、そういうふうな使い分けをしていくつもりでございます。 

【委員長】 

  そんなもんですか。 

【事務局】 

  そうですね。 

  非常に厳密に言葉を定義して使っているということはございません。 

【委員長】 

  ああそうですか。 

【○○委員】 

  今事務局の方からおっしゃったそういう考えでいいと思います。ただ事務局

がおっしゃた洗掘というのがこうなれば掘るんだという意味合いのものをおっ

しゃられましたけど、そうではなくて、上流からあまり土砂がやってこなくて、

つまり流されてこなくて、その場所の流れの勢いが強くて、下流側へ伝達され

る土砂量が多い時にそのへんの土砂の赤字が出ると。土砂の移動で赤字が出た

時に河床が低下すると。逆に言うと堆積ですが。ですからこう掘ったという意

味ではない。 

【委員長】 

  なるほどね、ああそうですか。        

  他に何かございませんか。 

  どうぞ。 

【○○委員】 

  先程洪水災害についてご説明いただいたですが、そのうちで過去の洪水災害

でも、最近の８月の洪水流量に比べまして、それに匹敵する洪水が幾つかあり

ましたが、その時の被害というのは非常に大きなものだったんですが、今回８

月の台風１０号による洪水で、吉野川ではそれほど被害が出てないんですよね。

例えば昭和５１年とか平成２年度と比べますと、状況が何が一番原因でこうい

う被害が少なくなったのかなとちょっと疑問に感じたんですが、それについて

何か教えていただけたら。 

【委員長】 

  資料の１０頁の一番下が今回の情報ですよね。 
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【○○委員】 

  はいそうです。 

【委員長】 

  速報となってますが。 

  明らかにピーク流量が少ないということが一つあります。そうでもないのか

な。  

【○○委員】 

  いや、１１，０００ですかね。それが例えば昭和５１年でも、平成２年でも

１１，０００程度なんですが、被害が明らかに今回の方が小さいですよね。 

【事務局】 

  事務局の方からお答えします。 

  今回の場合、降雨の特性がかなり上流域に偏っておりました。特に池田から

上流、早明浦のあたりにかなり雨が降りまして、幸いなことといいましょうか、

岩津より下流についてはですね、あまり雨が降っておりません。５１年とかで

すね、平成２年の時には比較的全域に降ったと。特に５１年は長雨で１週間以

上降っておりましたし、下流域にもかなりの雨が降っております。そういうこ

とで、ピーク流量は少なくても外水位の高い状態が非常に長く続くので、内水

が発生をしたと。そういうことで、５１年についてはかなり被害が多いと。平

成２年につきましても、下流の方の雨がかなりありましたんで、内水が出てい

るということでございます。今回は幸いなことに下流であまり雨が降りません

でしたので、内水は少なかったということで被害は少しだと。 

【委員長】 

  記憶違いでなければ、５１年の台風１７号というのは、確か九州の東側でし

ばらく台風が停滞してしまったんですよね。高気圧か何かに挟まれて動けなく

なって、１週間ばかりずっと雨が降ったという記憶がありますが、そういうこ

となんですね。今回は皆さん方ご承知と思いますが、大変強い雨が、私冒頭で

紹介させていただいたように、２，０００mm 超すとか、１，０００mm 超すとい

うような雨ですけれども、その結果としてそのために木沢村あたりが被害を受

けたわけですが、だいたい木沢村あたりの幅が８km から１０km ぐらいのこの範

囲だけで集中的な雨が降ってるんですね。今回の場合は。それの延長線が今の

お話だと、池田よりもだいぶん上流側と。こういうことなんですかね。 

【事務局】 

  バンドが２つあったと思いますんで、木沢の方に降ったバンドは神山の方に

はきておりましたけれども、そのあたりで消えてたと。特に内水地域になりま

す石井とか鴨島、あと桑村川、いわゆる川島のあたりにはそう降ってはいなか

ったということでございます。 

【委員長】 

  宜しいですかね。 

【○○委員】 
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  あと若干補足しますと、当然のことながら堤防護岸の整備が行われてきて、

その構造物として強度が向上しているというようなことが一点と、それから長

期的に見ると吉野川の河床が低下傾向にありますので、同じ流量が出たとして

も水位が昔に比べると低くなってると。この二点が更に被害が少なくなってる

要因だと思います。 

【○○委員】 

  これ、記号なんですけども、この表の３－３の被害の概要という記述なんで

すけども、注目するエリアだとか、そして被害の描写する描写の詳しさだとか

いうのがですね、台風の名前によって必ずしも同じレベルの、同じ災害の形態

とか、あるいは評価のレベルみたいなものに基づいてなされてないですよね。

ということで多分○○委員の方からどうして同じような外力なのにいろいろ温

度差があるの？という話が出たんだろうと思うんですね。だからもう一度ちょ

っと概要の記述をする時に、視点なり、あるいは評価のレベルを少し統一して

ですね、整理された方がいいんじゃないかと、そんなふうに思います。 

【委員長】 

  今後是非今の点、ご検討いただきたいと思いますがね。 

【事務局】 

  はい、分かりました。 

【委員長】 

  他にございますか。 

  どうぞ。 

【○○委員】 

  一つ教えていただきたいんですけども、堤防がですね、在来と一期堤、二期

堤と徐々に積み重なっていって出来て、現在の形になってると。そういったこ

とですが、そのうち一期堤なんかについては足で踏み固めたというような先程

説明いただいたんですが、それぞれのですね、在来と一期堤、二期堤、使って

る土質の違うこともあると思うんですが、固さというか締め固め度ですね、施

工の方法の違いによって締め固め度もだいぶん違うというようなことがあるの

かどうか、そのへんについてコメントいただけたらと思います。 

【委員長】 

  宜しいですか。 

【事務局】 

  ちょっと具体的な締め固め度のですね、データはございませんけども、開削

して観察した結果ではですね、一期堤よりも二期堤の方がだいぶんよくしまっ

ていると。 

  例えばこのパワーポイントにあるこの時のですね、砂質土、シルトの場合に

いうとそうでございます。この上には本文の方に、本文の８ページと９ページ

の方にですね、左岸の２１km と、それから左岸の２８km の開削の同じような状

況もですね、入れております。そちらの方は主に在来堤、それから一期堤、そ
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れから二期堤とも礫質土が主体になっておりますけども、やはりどちらかとい

えば一期堤はゆるい、それから二期堤の方が一期堤に比べるとよくしまってい

るという状態であります。これは二期堤の施工時期から考えて、締め固めの管

理がなされてきている時期になってくるかと思いますので、一期堤は少し締め

固めがゆるくなっているというふうに思います。 

【○○委員】 

  そうしますと、我々が今検討しようとするものはですね、在来と一期堤、二

期堤で土質が違うだけではなくて、固さのコントラストみたいなのも場所によ

ってはかなり明瞭な違いがあるというふうに理解して取り扱った方がいいとい

うことで宜しいですかね。 

【事務局】 

  そういうふうに思います。 

【委員長】 

  今日はそういう資料の提示というのは有り得ないと思いますが、プロセスか

ら見てですね。いずれボーリング調査、こういうデータが随分留まってるんで

すね。そういうふうなものが当然提示される。そうすると今の○○さんの剪段

云々ということの表れとして、谷地形のＮ値分布とかですね、こんなことが出

てくるわけですが、そのあたりで固い、柔らかいといういろいろな状況が把握

されるだろうと思うんですがね、やがて。 

  他にございません。 

  はいどうぞ。 

【○○委員】 

  第２章としてですね、河川堤防の破壊メカニズムについてとりまとめている

結果を説明いただきました。２．１の浸透による破壊。 

【委員長】 

  資料のページ数を言って下さい。 

【○○委員】 

  ごめんなさい。 

  ２ページです。 

  これ見ますと、堤内側におされて破壊というようなことだけしか載ってない

んですけども、堤外側、つまり主流側へ引っ張り込まれるというんですか。そ

ちらへ向かっての破壊の動きというものもあるんじゃないかとか、あるいはパ

イピングとか底抜けの現象、それもあるんじゃないかなというようなんですが。

だからこれはやはりそういう面もありますので、これはまあ一例としてお出し

になったのかもしれませんけども、ここでこの第２章なんかは特にですね、我々

が今後どういう視点でものを考え、どういった現象に注目しないといけないの

かということをまとめたところでございますので、やはり一つの浸透という現

象の中での幾つかのカテゴリーについてですね、やっぱりこういう見方でして

いくべきだということを記述しておいた方がいいんじゃないかなというふうに
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思います。それと同じ事がですね、地震による破壊なんですけど、これは淀川

ですよね、確か。パラペット付きの堤防の破壊現象ということなんですけども、

やはりここにおいてもですね、地震時にいろんなもうちょっと複数の力学的メ

カニズムのパターン、カテゴリーの下での破壊があるわけですから、そのへん

のところをきちっと整理して、示しておかれた方がいいんじゃないかと思いま

す。 

【事務局】 

  分かりました。 

【委員長】 

  おっしゃるのはごもっともですが、ここでは一つの典型的な破壊形式みたい

なものを代表で紹介したということで、やがて今の指摘のあったようなことは

全部出てくるんだろうと思いますがね。 

  宜しいですかね。 

  幾つか出てきましたんで、それでは事務局の方ですいません、出てきたご指

摘なりはきっちり記録に残してですね、あとで改めて整理ということをお願い

したいと思います。 

  それでは、続きましてですね、３番目の漏水実績と浸透対策工の実績という

ことについてご説明いただきたいと思います。 

  ところで、沢山パワーポイントの画面が出てくるんですが、委員の皆さん方、

最後まで待たずにですね、出てくる画面に対して何かあればその場で声を出し

てもらっていっこうに構いませんから。その方が分かりやすいと思いますがね。 

  それではお願いします。 

【事務局】 

  それでは続きまして浸透点検と対策工の実績というところでございます。 

  ここでは一つはまず漏水実績について整理したものをお示しいたします。そ

れから浸透対策工の実績をお示しいたします。  

  まず漏水の実績でありますが、これは本文の方は下流から岩津の間まで幅広

い範囲で漏水実績をプロットしたものを入れておりますが、ちょっと小さくな

りますので、ここではその中で特に漏水実績の多い区間を切り取りまして、こ

のパワーポイントには示しております。だいたい９km 付近から２６km 付近まで

の間でございます。位置的には四国三郎橋から柿原堰のあたりということにな

ります。右下に凡例がございますが、大きく昭和４０年を境として２つに分け

ております。昭和４０年はたまたま二期堤の施工が終了した時期でございます。

昭和２０年から４０年までの実績の凡例を○で示しておりまして、青○が１回

～２回程度、黄色が３回～４回程度、赤○が５回以上の漏水実績を示したとい

うものでございます。それから昭和４１年から平成１１年までのものをちょっ

と見づらいですが、☆で示しております。この間は１回～２回の実績でござい

ます。全体を通じてみますと、この吉野川の流域は、左右岸で見ますと右岸側

が氾濫源が広くて、旧河道が非常に沢山分布しているというのが特徴でござい
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ます。左岸側はそれに比べて少ない、氾濫源も狭いということで、この漏水分

布はだいたい全体にありますけども、やはりよく見ると旧河道の所にぶつかっ

ている。旧河道のところで漏水しているというのが結構多く見られるというこ

とでございます。それから５回以上という赤○があるのが１３ｋm 付近から１

７ｋm 付近、１８ｋm 付近まででございまして、このあたりの右岸について非常

に漏水の回数が多かったということでございます。今の絵の昭和４０年以前、

以降というものをちょっと図に示したのがこちらでございまして、昭和４０年

を境にして漏水の頻度を示しております。左側が吉野川右岸、右側にあるのが

左岸でございます。横軸が距離でありまして、右側が河口、左側が４０km 岩津

橋であります。縦軸が被災の回数、延べ回数でございます。赤いのが昭和４０

年以前、それから青いのが昭和４１年以降でありまして、これを見て一目で分

かると思いますが、左側の吉野川右岸の方を見ますと、昭和４０年以前はだい

たい１０km から３９km 付近までだいたい全体的に被災が起きておりましたけ

ども、昭和４１年以降は非常に少なくなっていると。左岸についても似たよう

な状況というふうなことでございます。 

  次に浸透対策工の実績ということでございます。 

  ここでは、これもまず０km から１５km 付近をここで示しております。上流の

方はまた後でお示ししますが、ここで示しておりますのは左下にありますよう

に、対策工の区分によって色を分けております。青いのが基礎地盤と堤体の対

策工、基礎地盤＋堤体の対策工が施されている箇所で、具体的には後で対策工

の絵が出てまいりますが、例えばブランケット工と遮水護岸、それから腰石積

もあるというふうな状況でございます。それから水色が基礎地盤の対策工のみ

が施工されている箇所で、例えば矢板のみというものでございます。それから

黄色が堤体の対策工のみが施工されている箇所で、例えば遮水性護岸、それか

らこれも後で具体的な絵をお見せいたしますが、Ⅱw 護岸という対策で遮水性

護岸、練石張にコンクリート遮水壁をセットで使った護岸が昭和３０年代とか、

ある時期に集中的にやられております。その分布が緑色で示したところで、こ

の絵の中では左側の方の１５km より上流の方の左右岸に少し見えております。

ここで表現していることは、漏水対策工の実績としてだいたい、先程もですね、

漏水の実績がありましたけども、それに対して浸透対策工がだいたいまんべん

なく行われているということで、特に本川については堤体、それから基礎地盤

を含めた対策も含めて行われているということでございます。それの上流側の

１５km から４０km 付近を示しております。本川の１５km から４０km 付近であ

りまして、これについても同じ色でありますけども、基礎地盤、それから堤体

を対象とした浸透対策工がだいたいもうずっと連続的に行われております。２

９km 付近までは連続的に行われているという状況でございます。 

  次に具体的な浸透対策工としまして、昭和３０年代に浸透対策工としてこの

絵にありますようなⅡw 護岸というものが実際には幾つかありましたけども、

そのうちの代表的なものとしてⅡw 護岸というものがございます。これは左側
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の方に標準断面図がありますが、練石張がありまして、それが H.W.L より１ｍ

下がりのところまで張られております。その基礎にコンクリート遮水壁をつな

いでおりまして、これが２ｍの長さであります。これが当時この昭和３０年代

の対策を行われる直前ぐらいに非常に漏水が多かったという時期が多かったと

いうことで、それに対する対策といたしまして、堤体に対する堤体漏水対策、

それから基礎地盤にも効くだろうということで、そういう目的をもってこうい

うふうな形式で、かなり広い範囲で対策が行われた時期がございます。その後

若干の変遷がありますけども、ここに示したのは平成１１年以降ということで、

これは平成９年に全国的に堤防の浸透の点検が行われて、詳細点検も行われて

対策工の検討ということが全国的に検討されておりますが、それに基づいて行

った浸透対策であります。上の方にあるのが右岸の２７km 付近でありまして、

ここは遮水護岸工＋ブランケット工というものでございます。遮水護岸は遮水

シートを張って、その上に覆土用のブロック、それから更に覆土をおきまして

やや緩傾斜にしてあると。それからブランケットを厚さ１ｍで敷いて、その上

には表土を１ｍのせてあるという状況であります。下の方にあるのは、左岸の

１７km 付近でありますが、ここでは更にブランケットの先端に鋼矢板を７ｍ入

れて、基盤浸透に対してより浸透長を長く持たせるというふうな対策をしたと

いうことでございます。 

  先程ちょっとお話にありました、この平成１６年のこないだの８月の台風１

０号の時の漏水実績を示しております。ここでは実態だけを入れております。

今のパワーポイントにあります赤い☆の付いたところが漏水をした箇所であり

ます。この絵では右岸側に４ヶ所、左岸に３ヶ所の合計７ヶ所でありますが、

大きく見ますと堤体漏水が主体になったものが５ヶ所、それから基盤漏水が主

体になったものが２ヶ所ということであります。堤体漏水については、例えば

真ん中の上にあります上板町のところにありますような堤防の裏法尻のあたり

から水がしみ出しているというふうな状況でございます。それから基盤漏水に

ついては、左下の穴吹町の状況でありますとか、あるいは左上の状況で、これ

は脇の堤内側の田んぼの中から若干ガマのように吹き出してくるということの

ようであります。 

  以上が漏水実績と浸透の対策の実績でございます。 

【委員長】 

  どうも。 

  それではただいまご説明いただきました漏水実績と浸透対策工の実績という

ことについて、同じように質疑討論したいと思います。どうぞ宜しく。 

  何かございません？ 

  それではちょっと私の方から。 

  この資料でいくと１７ページにその絵があるんですが、先程１７ページの左

上のですね、昭和３０年、４０年前半というところで、Ⅱw 護岸、ここの部分

ですが、これあの、コンクリート遮水壁というのがたかだか２m ぐらいなんで
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すね、これ見ると。随分この２ｍというのは短いような感じがするんですが、

これ随分これで効果を発揮してくれるんですかね。先程の一転してですね、例

えばこの８ページの右のきれいカラーの断面図の下側の明示されてる一番右の

端に鋼矢板 L＝７m というこういう７m の矢板を打っているわけですね、ここで。

何かしら２m というのは感覚的に非常に短いものを打ったんだなと思って。多

少そういうことの浸透を専門にやってる者の立場からすると、全く効果がない

ことはないんですよ、もちろん。 

【事務局】 

  おそらくですが、特に右岸側で沢山使われておりますが、地下水の利用とい

うのが吉野川の場合右岸側、特に多うございます。そういったことと、あと当

時の施工能力みたいなものもあったのかなと。あまり深く入れすぎるとですね、

地下水を遮断すると大変なことになる。まあ様子を見ながらというところが実

態ではなかったのかなと想定されます。その後確かに多少は効いてきてるよう

ですので、まあただ同じ箇所で施工がされたところでもやはり漏水の履歴があ

るところについては、先程のブランケットみたいなものも更に追加をさせてい

ただいて、今対策をしているところもございます。 

【委員長】 

  なるほど。 

  地下水の有り様に影響を与える、悪影響というか、これはよく分かりますね。

そういうことを考えなければどうも２m というのは、この浸透を遮断するとい

うか、それにはもちろん効果がないことはないんですが、普通にどんなんかと

いうのはちょっとと思ったもんだから。 

  何かございません？   

  どうぞ。 

【○○委員】 

  ここに示されている遮水工法対策なんですけども、４０年前半から平成１１

年までの間はいろいろ移り変わりもございましてという一言で終わっちゃった

んですけど、何か書けませんかというか記述できませんか。 

【事務局】 

４０年代から平成元年頃までは、確かに遮水矢板を１１m とかそういう深さ

まで入れたことをやりながら漏水対策をやったんですが、１つは施工性に問題

がある。なかなか入りにくいという問題。それと先程来言います地下水環境で

すね。地下水の遮断とか苦情があると。そういうことでちょっと最近の平成１

１年以降につきましてはこういうブランケットが主流になっております。 

【○○委員】 

  ですからそれは分かるんです。それはいいことで分かるんですが、その間の

状態をやはり少し整理されておかないと、これから現況評価をしようという時

にちょっと困るんで、そのデータは概要説明を把握した内容にしておいてもら

わないと。  
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【事務局】 

  はい、分かりました。 

  地下水環境とかそういう評価する面でも必要だと思いますので、この間のい

ろいろ漏水対策についてはまとめさせていただきます。 

【○○委員】 

  ものすごく細かくやる必要はないですから。 

【委員長】 

  もう一つ私の方から、例えば２０ページのですね、漏水実績の幾つか写真が

出ておりますが、ここで言ってる漏水というのは、とりわけ堤体の裏側のです

ね、法尻あたりで云々という先程話がありましたが、これはいわゆる堤体の中

の浸透流がですね、そこまで到達しているというふうなこと、全体としてです

ね、この浸透流が、別の言い方をしたら浸潤面がそのあたりまでもう到達して

いるということなのか、あるいは局所的にですね、選択的にある箇所だけを選

んで水がそこに出てきているのかというのは、こんなことは分かりません。私

の意味は分かってもらったでしょうか。私の質問の意味は。 

【事務局】 

  分かります。 

  実は今そのあたりを少し解析をさせていただいてまして、外水位の情報をし

っかり決めないといけませんし、あと、堤防に水位計が入っているところもあ

りますので、そういったデータを見て少し、今先生が言われたようにパイピン

グがピッと出たのか、浸潤線が上がっていったのかというところについては、

次回ぐらいにはお示しできると思いますが。 

【委員長】 

  他にございませんか。 

  宜しいですかね。 

【事務局】 

  あの、ちょっと追加させていただいて宜しいでしょうか。 

  パワーポイントの方にはないんですが、本文の方の１８ページと１９ページ

に、漏水実績と対策工実施を経年的に整理しております。この目的は、要する

に漏水があって、それに対して対策をしてそれがその後ですね、再び漏水があ

ったのか、あるいはどうもなかったのかとかいうふうな状況をですね、できる

だけ分かりやすくしようと思って整理したものでございます。１８ページの方

は吉野川、いずれも吉野川でありますが、０km から２０km 河口から２０km ま

で、横軸が左側が河口、右側が２０km、上が左岸の絵、下が右岸の絵でありま

す。左岸の方で申しますと、縦に並んでおりますのが時代でありまして、一番

上にあるのが昭和３０年の、これは漏水の実績。漏水の実績は水色で示してお

ります。ですから例えば km 点で言いますと、１１km から１３km のあたり。そ

れから１６km，１８km，１９km というあたりでこの時漏水があったということ

でございます。それに対して対策として、対策と言いますか、後でいう対策と
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いうにはちょっと不完全かもしれませんが、腰石積がですね行われております

と。それから昭和３１年から４０年の頃にまた漏水がありましたけども、この

頃にですね、先程のⅡw 護岸がこの図で見ましても左岸の１４km から１６km 付

近、それから１８km から２０km 付近にかけてかなり広く行われております。こ

の状況はその下の右岸でも同じでありまして、１６km から１８km 付近、それか

ら１９km から２０km 付近にそのⅡｗ護岸が施工されております。その後に、例

えばまた上の左岸に戻りますと、昭和４１年頃、それから５１年頃、それから

平成になってからですね、何度か漏水がございました。例えば平成５年から１

０年の間の漏水実績を見ますと、１８km から２０km 付近でずっとまた漏水が発

生しております。ちょっと漏水の細かな実態はこれでは分かりませんけども、

この区間は例のⅡｗ護岸が施工されている区間であります。それに対して平成

５年から１０年に同じ区間で漏水が起きた。それに対して一部その時に対策を

しまして、更に平成１２年に最近のですね、ブランケットを主体にした対策を

しております。それ以降は漏水は起きていないというふうな状況でございます。

従いまして、次の１９ページには２０km から４０km がございますけども、いろ

んな分析が出来るかと思いますけども、一つ言えることは、近年の漏水対策工

を施工した箇所では、ごく一部を除いてはその後漏水は発生していないようで

あるということのようでございます。 

【委員長】 

  他に何かございませんか。 

  宜しいですかね。 

  はい。 

【○○委員】 

  ２０ページでですね、旧河道の情報が漏水のこととして関係あることとして

書かれてあるんですけども、その旧河道の情報というのは、堤防の耐震性を考

える上でも非常に重要なんですけども、ここで示されてるですね旧河道の情報

と過去のある、例えば１万年前とかですね、そういったある時点の旧河道の情

報だと思うんですけれども、これをもう少し時系列的にというか、例えば１０

０年前とかですね、あるいは１０００年前とか、可能であればそういった時点

の情報も示していただけたらと思うんですね。というのは、それぞれいずれに

しても旧河道の上の地盤というのもセメンテーションがですね、未発達である

ということは違いないと思うんですが、それにしてもその度合の違いがあると

いうことで、それぞれその意味合いがかなり違ってくると思いますので、もし

そういった情報があるのでしたら、もう少し近いところですね。例えば１００

年前とかそういった時点での旧河道の情報なんかも示していただけたらと思い

ます。 

【事務局】 

  地形図がですね、明治の迅速図以降のであればですね、地形図を幾つか重ね

られますので、それ以降については、そういう地形図を重ねたことによって、
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何枚か重ねることによってですね、旧河道が動いているという例もございます。

そういう場合には旧河道がどちらが正しいか古いかというですね、仕分けがで

きますので、そういう表現ができます。ただ今言われたかなり古いものについ

てはちょっと検討してみたいと思います。 

【○○委員】 

  おそらく時系列的に正確な格好で整理するのは非常に難しいと思うんです。

データがないということで。従って、その基礎地盤の情報はボーリングのデー

タで現状評価するとどうなるのかというあたりで整理する方がより正確で、今

後の評価に使えるデータが整理できると思うんですけどね。 

【委員長】 

  はい。それでは、まだ幾つか審議事項がございますから、時間の関係があり

ますので、目下のテーマについてはこのあたりにさせていただきますが。 

  次ですね、４番目の侵食と対策工の実績、これについて説明いただきたいと

思います。 

【事務局】 

  はい。 

  次は侵食と対策工の実績ということで、ここでは侵食を考える上で問題にな

る河道状況の特徴についてまずご説明いたします。それから侵食の実績、それ

から侵食対策工の実績という順でご説明いたします。 

  河道状況の方では、侵食について問題になるのは、一つは河道の湾曲という

ことであります。この湾曲部がですね、あることによってそこで流速が早まっ

て、侵食の掃流力が大きくなるということでありまして、この河道の状況を示

したのがこのパワーポイントでございます。左が吉野川、右が旧吉野川であり

ますが、これは本文の方で詳しく書いておりますけども、特徴的なことは吉野

川本川はあまり大きな湾曲はございません。ここで湾曲と言っておりますのは、

川幅と曲率半径の比が１０倍以内ということで定義しておりますけども、吉野

川はその左側にありますように、１１km 付近と１３km 付近に２ヶ所あるのみで

ございます。それに対して旧吉野川、それからこの絵にありませんが今切川に

ついては非常に多くの湾曲がございまして、旧吉野川はこの絵にあるように、

この絵では５ヶ所ほど出ておりますけども、トータルで１２区間の湾曲が存在

するということで、湾曲という面から見た状況がこのようなものでございます。 

  次にもう一つの侵食に対する要素として重要なのは、高水敷の幅でございま

す。これは高水敷の幅がある程度１回の洪水による侵食の幅よりも大きければ

なんとかもつということに基づいております。これは吉野川本川の高水敷の幅

の縦断図であります。右側が河口、左側が４０km 岩津橋の間でありまして、上

の方が左岸の高水敷幅、下が右岸の高水敷幅であります。この中に湾曲１と書

いてあるのが、先程示した湾曲の１であります。これで特徴的なことは、吉野

川の場合は、右岸の高水敷幅が左岸に比べてかなり大きいと。左右岸で差があ

るということでないかと思います。右岸の方は、いろいろ高水敷のないところ
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とか、大きなところといろいろバラツキがありますけども、平均すると２００，

３００m、まあ２００m 前後の高水敷を持っております。それに対して左岸は１

００m、あるいはそれ以下の高水敷ということの状況になっております。 

  次に、侵食の実績ということであります。侵食の被災の実績といたしまして

は、一つは水衝・洗掘という問題、それからもう一つは法崩れ・すべりという

ことでございます。ここでは主に凡例にありますように、水衝・洗掘の方を主

体に見ていただいております。ここにございますように、これは吉野川の下流、

それから今切川、旧吉野川を示しております。水衝・洗掘の回数を色で分けま

して、青が１回、黄色が２回、赤が３回ということであります。吉野川本川図

で見ますと、一番下流側の河口部左岸のあたりが比較的２回、３回と多くの回

数洗掘を受けているということでございます。それから第十堰よりやや上流の

左岸のあたり、それから右岸のあたりということでございます。それから今切

川と旧吉野川に関しましては、先程の湾曲にもありましたように、やはり水衝

部が多いということもありまして、水衝・洗掘の箇所がかなり全体に分布して

いると。全体にあるという状況になっております。 

  これに対応する侵食対策工の実績でございます。この侵食の対策工としては、

護岸を張るということでございます。それから根固工も含めて護岸を整備する

ということでございます。この色分けしておりますのは、赤い色が左側にあり

ますような堤防護岸、それから右側の方に根固工、それから青いのが低水護岸、

緑が高水護岸ということであります。堤防護岸というのは、これは殆ど高水敷

がないといいますか、高水敷としての幅が非常に小さいものを堤防護岸として

おります。そういうことで、それに対してこの左側の下にありますように、一

番下にあります被災箇所を☆で示してあります。これで見ますと、吉野川の本

川の、例えば先程の河口付近、左岸の河口付近は、洗掘の被災が非常に多かっ

たんですけども、ここは現在は堤防護岸で対策がとられております。それから

右岸についても同様であります。それから中流部にも何箇所か被災箇所があり

ますが、いずれも低水護岸、あるいは堤防護岸ということで対策がなされてい

るということでございます。それから旧吉野川、今切川につきましては、先程

水衝、洗掘の実績が全体にございましたが、ここについては殆ど掘り込み河道

的なものでありますので、堤防護岸、あるいは一部低水護岸という形で対策が

行われておる。従って侵食に関しましては、法崩れ・すべり、あるいは水衝・

洗掘というふうなものが全体的でありますけども、それに対する対策がだいた

い現状なされている状況にあります。 

  以上でございます。 

【委員長】 

  どうも。 

  それでは、ただいまのご説明について同様にご意見いただきたいと思います

が、いかがでしょう。 

  誠に細かいことですが、川幅と曲率の比が１０という数値がありますね。あ
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れは一般的にこの分野で認識された一つの閾（しきい）値という情報なんです

か。それとも便宜的に講じるということなんでしょうか。 

【事務局】 

  一応この基準を決めてですね、これを超えれば湾曲の影響が強いというふう

に決めてあります。 

【委員長】 

  それは認識されてるわけですか。 

【事務局】 

  国土交通省の中でこういう仕分けをしているということでございます。 

【委員長】 

  ああそうですか。 

  それともう一つ、「水衝・洗掘」という表現。これは水衝と洗掘が別の用語な

んですね。そうすると洗掘というのは誠に分かりやすいんですが、水衝という

のは、これは水がぶつかるということではないんですか。 

【事務局】 

  ええ、おっしゃる通りであります。 

【委員長】 

  洗掘は正に現象として要するに掘られるという一つの欠陥ですよね。障害で

すよね。水衝はぶつかったところで、例えば変な言い方ですけど、相手がコン

クリートの壁であればですね、ぶつかったって何の障害もないということで、

水衝というのはそういう現象を指す言葉ですか。被災というニュアンスの。 

【事務局】 

  あの、まあ我々が使う時には普通水衝部ということで。 

【委員長】 

  水衝部という言い方になりますけれど。 

【事務局】 

  被災のことで言うと、実は洗掘だけではなくってですね、そういう水あたり

のところは、いわゆる吸い出しというものもありますので、護岸がしっかりは

していたとしてもですね、例えば練りでなかったと。からで積んであれば、水

がよくあたる所は細粒分が吸い出しをされるということも事実ございまして、

そういったところで災害をとっております。護岸が落ちるということも多々あ

りますので、そういう水あたりのところ、まあいわゆる水衝ということの言葉

でちょっと今回は書かさせていただいてます。まあ吸い出しという言い方もな

いことはないんですけども、あまり皆さん聞き慣れないだろうと。何かいなと

いう話もありますので、そういう意味で水の力によって発生しているというこ

とで、水衝というふうに便宜上させていただいております。 

【委員長】 

  ああそうですか。 

  何かございません？ 
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  なければですね、もう次の議題に移りたいと思いますが。 

  次、５番目の耐震点検と対策工の実績と。 

  現在を含め、これから大変大きいテーマになると思いますがね。この耐震と

いうことは。 

  宜しくお願いします。 

【事務局】 

  次は耐震点検と対策工の実績ということでございまして、ここではまず地震

被害の実績について、最初の方で若干述べましたけども、もう少しもう一度述

べたいと思います。それから耐震対策工の実績、経緯についてでございます。 

  地震被害の実績は、本文の方でもう少し詳しい表がありますが、このパワー

ポイントで示したのは、南海地震と安政南海地震についてでございます。左側

が南海地震１９４６年の震度分布、右側が安政南海地震１８５４年の震度分布

であります。これを見ますと、南海地震の時はこの吉野川流域といいますか、

河口部、徳島県は最大で震度Ⅴであります。それから安政南海地震の時には震

度Ⅵが観測されているということであります。それから先程の絵にはありませ

んでしたけども、液状化の被害については、これは本文の方に入れてあります

けども、一応吉野川の河口付近でも液状化が発生したというふうな報告はなさ

れております。ただし堤防の被害が具体的にどこかというふうなのは文献では

確認されておりません。 

  それからこれは耐震対策工の実績でありまして、これはまず吉野川について

の耐震対策工の実績であります。左下にありますように、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄと示

しておりますのが、これが平成７年の阪神大震災の直後に行いました耐震の概

略検討で決めたランクであります。Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄというのは、具体的には液

状化の安全率、液状化によるすべりの安全率が１．０以下になるというものが

Ｂ，Ｃ，Ｄで、Ｄが一番小さいというものであります。従いましてその時の安

全率でいいまして、Ｃ，Ｄランク、これは安全率が０．８以下ですけども、そ

ういうものを中心にして優先して対策を進めているという状況であります。具

体的な対策としては、この鋼矢板と書いておりますけども、赤い色のですね、

ピンクの色の部分に示してありますが、現状は川表側の鋼矢板が対策として行

われております。位置的には吉野川でいいますと、河口部の左岸の区間、これ

は耐震対策のランクでいうとＣランクにありましたが、そこで行われている。

それから吉野川本川ではそこだけであります。それから旧吉野川・今切川の方

は、これはかなり何箇所も対策が行われております。後で具体的な対策の工の

絵が出てまいりますけども、旧吉野川でいいますと、例えば１km から２km の左

岸、それから２km から３km、それから３km ちょっと上流の右岸というところが

鋼矢板を行われております。他にもございます。それから今切川の方について

も、連続的ではありませんけども、何箇所かそのような対策が行われておりま

す。 

  この対策工の標準断面図でございます。上が川内町のところで、吉野川の左
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岸の０km６００付近の河口付近であります。ここでは鋼矢板が川表側にⅢｗ型

の鋼矢板が１２m の長さで施工されております。構造的な対策でありますので、

液状化そのものを防止するというものではなくて、液状化による被害を抑制す

るという考え方による対策になるかと思います。それからその下にあるのが、

旧吉野川右岸の３km２００付近の対策でありまして、これも同じように鋼矢板

でありますが、これは上の方に捨石をかなりの厚さで入れておりまして、そこ

の部分も含めると長さが２０ｍぐらいの鋼矢板を施工して、同じように液状化

による地盤の変形を抑制するというふうなことがなされております。 

  本日の現状については以上でございます。 

【委員長】 

  どうも。 

  耐震点検と対策工の実績ということで、これはおそらくさっきの平成７年の

神戸の地震の後、全国的にいろんなものを見直すという、こういうところで検

討された結果、この対策工をこれだけ今講じてると、こういうことですが、さ

きの徳島県の防災アセスメントに何某か当時関わりを持った経験がございます

が、神戸の地震というのはご承知のように内陸型の地震、属に直下型の地震と

いわれる地震でして、そのインパクトが非常に大きかったということで、何か

しらああいう型の地震というものがすごくクローズアップされたもとでの検討

であったわけですね。 

  ところでここにきて、数年前から海溝型の太平洋側からくるプレート間地震

という言い方もいたしますが、南海地震、東南海地震、あるいは東海地震、こ

ういう海溝型の巨大地震、これが一転してというか、非常に強く今我々の関心

の的になっておるわけですね。直下型の地震と海溝型の地震というのは、実は

揺れ方が全然違うんですね。そういうようなことで、おそらくはいろんなもの

が改めて海溝型の地震に対してどうであるかというような検討、こういうこと

をしていく必要があってですね、今の現況に対してここれからここの部分をど

う見つめ直していくかというようなことは非常に大きいテーマであるというふ

うに私は思いを持っております。そういった中で、現況の報告を今いただいた

わけですが、何かこれについてご質問なりありましたらどうぞ。 

【○○委員】 

  ちょっと教えていただきたいんですが、２８ページに耐震の概略評価と対策

工ということで、概略評価というこの図がございますが、この図をもう少し詳

しく説明していただけたらと思うんですが。 

  被害形態Ⅲ型、それからⅡ型とかいうのがございますね。この被害形態につ

いてもう少し詳しく。 

【事務局】 

  はい、分かりました。 

  本文の２８ページでございますね。 

  この左側の方の凡例に書いておりますのは、これは平成７年の河川堤防の耐
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震の概略点検をやる時に、本省の方から出した統一的な諸方を整理したもので

ございます。これは概略点検の状態でありますけども、今お尋ねにありました、

被害形態というのは、堤防のですね、表側と裏側についてそれぞれですね、液

状化の安全率を求めた上で、それぞれ表側裏側の安全度を出して、表側だけが、

堤外側だけが安全度が低くて被害を起こすと、すべるというものが被害形態に

なります。表側、あるいは裏側どちらかですね。一番左側にありますのは表側

のみが被害を受けると、すべるというものをⅡ型としております。それからそ

の右にあります黄色いのは、これは裏側、堤内側だけがですね、液状化を生ず

るというものを被害形態のⅡ型というふうにして、液状化を生じてすべるとい

うのを被害形態Ⅱ型にしている。それから表も裏もやられるというのを被害形

態のⅢ型というふうな、そういうふうな区分をいたしました。 

  ですからその下の文章でございますが、被害形態の区分で、堤外、堤内いず

れも Fs が１．０以下というのが被害形態Ⅲ型で、どちらかが１．０以下という

のが被害形態Ⅱ型というふうに便宜的に区分したものでございます。 

【○○委員】 

  そうした時に、被害としては液状化による堤防の沈下またはすべり、そうい

うことを考えているのですか。 

【事務局】 

  具体的に最終的にですね、被害程度として表現するのは、天端の沈下量で表

現しております。ここでは天端の沈下量まで表の関連を示しておりませんけど

も、天端の沈下量にする一つ手前のランクといたしまして、今の一番下にあり

ます被害程度の区分としてですね、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄというのがございますが、

これが Fs がＡの場合には１．０以上で、これはまあ被害が起きない。それから

Ｂ，Ｃ，Ｄはそれぞれ０．８～１．０，０．６～０．８，０．６以下というこ

とで、このＢ，Ｃ，Ｄの安全率に対応させて、天端の沈下量をですね、全国の

今までの被害のですね、安全率と天端の沈下量の分布図からですね、大きく区

分けしまして、具体的にはＤランクの Fs が０．６以下の場合には天端の沈下量

が現在の堤防の天端の７５％と。それからＣの場合には５０％、Ｄの場合には

２５％というふうに大きく区分けをして対策を行うということです。 

【○○委員】 

  それに加えてもう一点なんですけども、今お答えいただきましたのは、地震

による液状化等による沈下だと思うんですが、それに対して外力としてですね、

例えば津波というものを考えた場合に、津波の高さというようなものはどうい

う点で考慮して、まあこれから検討する点かも分かりませんが、考慮していく

ということになるんでしょうか。 

【事務局】 

  それは正にこれからのですね、検討事項になるかと思っております。 

  今までのやっております耐震点検では、中規模地震を対象にした点検でござ

いますので、１５０ガルから１８０ガル程度の加速度でありますので、津波は
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考慮しておりません。朔望平均満潮位＋２ｍぐらいを基準にして被害分布を判

断していくという状況でありますので、これからの大規模地震に対して津波を

どういうふうに考慮するかというのはこれからご審議いただきたいと思ってお

ります。 

【委員長】 

  あの、先程私が申し上げたようにね、この前の阪神淡路大震災の後を受けて

やった結果なんですよね、これは。正に津波は勘定に入ってないというのは直

下型地震が強烈な印象だったものだから、そっちを中心に基本的にやってます

よね。この２８ページの被害の程度というのは、要するに堤防は左右両側に斜

面、表裏側にあるものだから、有り様が当然違うわけですよね。だから表側だ

けやられるけど裏側は大丈夫であるとか、両方ともやられるとかってのはこう

いうような結果になる。基本的にこれは震度法をベースになってるんです。基

本的には。これもだから見直すことになるんだろうと思いますがね。要するに

震度法で安全率がどの程度になるのかという、液状化の可能性も考慮した上で

震度法で安全率が幾らになるかということに応じて、それまでのいろんな経験、

統計的な対応から、安全率がこの程度になれば堤防はどの程度沈下するであろ

うというその沈下量で、結局堤防というのは基本的には川の水を堤内側に川の

水が流れ込むのを防ぐため、こういうことが基本的な目的でしょう。だから高

さが問題なんですよね。地震と洪水が同時にくるということは基本的に考えな

いんです。これ、考えるとおそらくは私の観点でいくとお手上げなんですよね。

地震がきて、同時に洪水もこういうことになって、それにも十分に耐えうるも

のというのは基本的にはできない。そこまでの安全性を持ったものというのは、

これはとても日本全体として考えたらとても対応できないとこういうことで、

これは期待で同時に起こらないことを期待しようと。堤防は何かでやられても、

何とか仮にというか、応急的な復旧ではないにしても、応急的な手当というの

は最長２週間あれば何とか復旧できるというのは今の全体としての認識なんで

すね。ですから壊滅的な地震が仮にきて、の後２週間以内にまた壊滅的な洪水

でもくれば、これは本当にお手上げ。だからそれはちょっと確率から言っても

極めて小さいことだからということで、地震の時は地震だけを考えるんですが、

それにしても、例えば津波なんかを考えると、これは津波は地震が原因ですか

らということで、そうすると結局は地震で被害を受けた時に、結果的に堤防が

壊れる。壊れるが結果としてどの程度元の高さに比べて、沈下したところでお

さまるかというここが問題で、これがあまり小さくなければ何とか少々川の水

が増えても持ちこたえることができるというようなことで、大事なことはどれ

だけ沈下するかということなんですね。応急的には。という意味で、今お話が

あったように、沈下量がどれだけになるかということでランク付けをして被害

の度合を検討すると。だけれど一番関心がある今の津波というのは、前回の時

点ではまだそこまで海溝型の地震が認識されてなかったものだから、基本的に

対象になってないけれど、今ここに至ってそれは問題であって、当然津波がど
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れだけくるかということと、堤防の高さがどうかと。もちろん川の元来の水位

も比べてということですよね。ここらが非常に悩ましい検討になるだろうと私

は想像してますけど。 

【○○委員】 

  あの、今委員長の方からご説明いただいたとおりで、二つの観点で非常に大

きな今後課題になると思ってます。つまりどういうことかというと、一点目は

外力条件の話、もう既にお話にあったとおりで、従来の点検というのはレベル

Ⅰをベースに点検をしてたと。その外力の大きさ、新しく今回検討する際に東

南海、南海地震を想定した時にどのぐらいの大きさ。それから波形の話もあり

ましたね。長周期の波形であるということで、かなり厳しい状況になるだろう

と思います。それが第一点目の悩ましいところですね。 

  それから第二点目が従来の検討というのは、地震と洪水、あるいは地震と高

潮は同時生起しないということで、ある程度壊れても普通の潮で溢れなければ

いいだろうという考え方だったわけですが、今度は地震で堤防が壊れて、津波

というのが同時生起すると。この時にじゃあ何をどこまでするのかと。つまり

二重の意味で外力条件の話と、それから津波が来ると。同時生起するというそ

の二つの意味で非常に厳しい条件になっていると。これは検討してみないと、

解析してみないとどうなるか分かりませんけど、想像するにかなり厳しい解析

結果が出てくるのかなと思っております。 

【委員長】 

  どうぞ。 

【○○委員】 

  先程地震がきて堤防の高さが沈下すると。その沈下を震度法に基づく円弧す

べりかなんかと思うんですが、評価して Fs を算出してるということですね。そ

れに基づいて、耐震対策工の実績があるということなんですけども、お伺いし

たいのは、その耐震対策工の目指してるところですね。つまりそういう対策を

とることによって、二次的な越水ですとかね、あるいは侵食とかそういうのが

起こるかどうか分かりませんが。そういった要するに水害的なものを防ぐとい

う意味でのおそらく対策なんだと思うんですが、冒頭○○先生の方からも話が

ありましたように、堤防はですね、水害を防ぐという意味と同時に、道路とし

ての機能も持ってると。そういったことからすると、可能であれば通行機能も

保持される方が望ましいわけですが、そのへんの対策工というのは、どういっ

たところを目指したものになってるのか。そのあたりを教えていただきたい。 

【事務局】 

  今の耐震対策につきましては、とにかく海の水がくるところを優先しようと

いうことで、本川についてはかなり上まで感潮域がありますし、旧吉野、今切

については河口堰で一応止まるということで、そういった海の水がくる範囲は

それがなるべく溢れないようにと。先程少し言いましたけど、朔望平均満潮位

＋２m ぐらいとかですね。そういったところの沈下量までに抑えるような対策
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というふうにご理解いただければと思います。実際の安全率はもう少しありま

すんで、矢板とか使ってるところはほぼ崩れないんだろうとは思っております

が、道路の機能という話になれば、ちょっとまた別だと思いますので、そこま

での担保は我々としてはしてないと。とにかく水が溢れないようにということ

でございます。 

【○○委員】 

  そうは言ってもですね、今日のこの会議は公に公開になってるんですけども、

一般の方からするとですね、もう吉野川の耐震対策はとられていると。だから

地震が起こって町中の道が通れない時は、むしろ土手を行った方が安全なんだ

というような間違った認識を持たれる可能性がありますので、そのへんのとこ

ろですね、どういったところを目指した対策をこれまでとってきて、これから

とるのかということですね。情報開示というか、明確にしておいた方がいいの

かなという感じがしました。 

【○○委員】 

  宜しいですか。 

  これまでやってきた話をもう少し、まあ次回できれば地震のところで詳しく

説明を事務局の方からお願いしたいと思いますけども。 

  では液状化するかしないか、いわゆる過剰間隙水圧を考えたΔＵ法でチェッ

クをして、そして壊れるか壊れないかというのをチェックした、これが Fs です

ね。安全率を評価したということですね。その安全率の評価と、それから堤防

がどういうふうに沈下するという定量的な関係というのは出てこないわけです

ね。この計算結果からは。従って全国の事例でその安全率とその沈下量の関係

をプロットした表があって、そして大まかにこのぐらいの安全率ならばこのぐ

らい沈下するだろうという想定をしたと、決めたということですね。そういっ

た時に、その沈下した後の堤防が、要は朔望平均満潮位とか、潮の関係で低い

ところから対策をやっていきましょうという対策をやったと。これが先程から

同時生起起こらないから、普通の潮で溢れるのをまず防ごうという考え方で、

そこから優先的にやってきたということですね。矢板をやった時の設計はどう

したかというと、当然安全率を満足するように設計してますから、そういう意

味ではその安全率が１．０を確保して、そして計算上は安全率が１．０ですか

ら基本的には壊れないということにはなってるんですが、そこが要はご承知の

とおり堤防は本当に壊れないのかどうか、道路機能を損なわないようなことに

なるのかどうかというのは必ずしも明言するのが難しいですね。まあ割り切る

しかないですね。安全率１．０というところで。１．０あればまあ壊れないと

判断するしかないというのが現状なんですね。 

  今後の話になりますけども、そういう意味ではだから本当に道路機能まで満

足させるというのは非常に難しいかもしれませんけど、そういったことも含め

て検討はするべきなんだろうとは思います。そういった時に従来の方法のみな

らず、もう少し堤防の変形というものを定量的に評価するようなことができな
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いのか。こういったことを今後議論していただくことになるんだろうと思いま

す。 

【委員長】 

  事前の対策で、道路機能を損なわないほど云々ということについては、これ

から議論の余地があると思いますね。それは大いに議論していただきたいと思

いますが。 

  このですね、今吉野川の本川の対策、鋼矢板をしているのは、この部分だけ

なんですね。 

【事務局】 

  はい、そうです。 

【委員長】 

  そうですね。 

  ところでちょっと今これだけしか見えてませんが、今切川、あるいは旧吉野

川の方は、この対策を講じたところはるかに多いですね。これは単純にという

か、安全率を比べた時に正にこうなったということなんですかね。何か人口密

集地から優先されるとか何とかというのはどういうことなんでしょう。安全率

がこの本川については、あそこの小松海岸ですか、あの近くのあそこだけしか

対象にならなかったということなんですかね。 

【事務局】 

  あの、他のところにも概略では赤のところがちょっと見えてますけども、あ

るんですけども。 

【委員長】 

  ピンクの鋼矢板。        

【事務局】 

  下の方だけです。 

【委員長】 

  ここだけなんですね。これが上の方はもっと沢山ありますね。 

【事務局】 

  あります。 

【委員長】 

  それが沢山ではないのかな？ 

  そうですね。これは同じレベルで先程の安全率で対策工を講じるべきという

ことを並べて比べると、要するに本川であそこだけしか対象にならなかったと、

こういうことなんですかということを私お尋ねしているんですが。 

【事務局】 

  はい。 

  基本的には、工事の場合の施工条件等もありますので、そのあたりも含めて

考えております。それと、上の方にちょっと赤いのもあるんですけども、実際

詳細な、これ概略点検の時ですので、詳細にもう一度ボーリング等をかけてみ
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た時に、実際アウトにならなかったところもあるんです。要は概略点検ですか

ら、急いでやってたということもありまして、必ずしもその場所自体のボーリ

ングデータを全部使ってるわけではございません。割り切りで少し１km ピッチ

ぐらいとかですね、そういったところで概略点検はかけさせていただいてます

ので、それをある程度悪いところを再度もう一度ボーリングをうってですね、

確認をしていくと落ちていってるところも実はあります。そういったところで

対策工をやる場所というのが決まっていったということで、吉野川左岸につい

てはあの場所ということになっております。 

【委員長】 

  いずれにしてもこれからあと見直していくというか、そういうことで。 

【事務局】 

  それは当然有り得ると思います。レベルⅡについてまだ全然ですので、その

あたり少し見させていただかないといかんとは思っています。 

【委員長】 

  他にございません？ 

  はい、どうぞ。 

【○○委員】 

  これもちょっと教えていただきたいんですが、漏水と侵食と地震対策で、優

先順位が当然あると思うんですよね。それでその優先順位はどのように考えて

おられるのかということと、それとものすごい素人的な考え方なんですが、ど

うせやるのであれば三つの被害形態に対して、共通するような対策はないのか

というようなことなんですよね。今国の予算なんかも非常に限られてますし、

それぞれ別々にやるよりも、もし共通する対策工があれば、そちらの方が安価

になるんじゃないかなと。非常に素人的に考えてそう思ったんですが、それに

対して何か。 

【委員長】 

  それはきっとやられるはずです。          

【事務局】 

  おっしゃるとおりでございまして、漏水は基本的には水を止めるということ

ですが、耐震対策も矢板なんかを打って、結局は止めておりますんで、その使

う工法それぞれでですね、浸透に対しての安全率、それでもう一度見た時に、

効くというところであればそれは兼ねてるというふうにさせていただきたいと

思ってます。当然先程言われたような優先順位の話についてもですね、これは

まだ事務局としてはまだこれから検討していく話かなと思っておりますので、

ちょっとお答えはできないんですけども、それについても少しずつ研究はさせ

ていただきたいとは思っております。 

【委員長】 

  宜しいですか、他にございません？ 

  それでは、とりわけ私が個人的に地震対策の備えというか、いろんな側面、
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非常に関心の強いテーマですが、今後ともいろんな形で議論をしていくことに

なると思いますので。とりあえず今日はこの議題はこのあたりにしましてです

ね、次に６番目の堤防強化を進めていく上での課題整理という、この点につい

て事務局の方からご説明いただきます。 

【事務局】 

  はい。 

  堤防強化検討を進めていく上での課題といたしまして、本文の方では少し説

明してありますが、ここでは表でご説明したいと思います。 

  検討項目でありまして、検討対象をテーマとした浸透、侵食、地震というこ

とでありますけども、それらに共通した検討項目という仕分けができるかと思

います。全体に共通した課題としては、一つは全川の統一した見方での一連区

間の再設定ということで、一連区間という言葉は突然出てきたようで、説明が

いるかと思いますけども、要するに今まで浸透、侵食、地震に対する点検とい

うものが平成９年頃からずっと続けてこられております。この時に対策を考え

る時にですね、ある共通の対策をする区間というものを堤防の状況とか土質の

状況でありますとか、あるいは堤内の状況でありますとかというふうなことか

ら区間を分けて考えております。その時にこういう一連区間的な考え方という

のが必ずしも平成９年当時から共通の考え方ではなかったという面もございま

すので、もう一度全川を同じ見方で一連区間というものを決めて、それに応じ

て一連区間ごとに現況堤防の安全性をもう一回検討していきたいというふうに。

まあそうする必要があるというふうに考えております。 

  それから二番目としては、現況の安全性評価及び既往対策工の効果を実態と

解析によって評価すると。ここで重要なのは、特に既往の対策工ということで

ありまして、浸透対策でも、それから耐震対策でもですね、既往の対策工がい

ろいろございます。それの効果をですね、どういうふうに検討の中に組み入れ

ていくかと。例えば地震の場合では特にはっきりしておりますけども、今まで

の矢板の対策は先程来言われておりますように、中規模地震に対する対策であ

ります。今後大規模地震に対する対策をする時に、そういう中規模地震に対し

て行った矢板工がですね、どういうふうに効果を持つかと。どういうふうに考

えておいたらいいかということをですね、審議、検討していかないかんという

ことでございます。 

  それから浸透対策につきましても、いわゆるⅡｗ護岸とかですね、そういう

ふうな対策もございますので、そういうものが実態として効いたのか効いてな

かったのかという点の検証も含めて今後の解析の中に取り込んでいかなきゃい

かんという課題になるかと思っております。 

  それから三番目として、浸透・侵食・地震対策の整合性ということで、これ

は先程ご意見をいただきましたように、それぞれの対策を個別に対応対策のメ

ニューを使うんではなくて、共通の対応が出来るというものがございます。例

えば浸透対策として川裏側にはらづけをするというのも一つの堤体浸透の堤体
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漏水の対策になりますけども、そういうものは裏法の上載荷重を増して、地震

の時の液状化を抑制するというふうなですねこともございます。従って特に浸

透と地震対策の選定にはそういう共通部分がございますので、そういうふうな

複合効果を配慮していく必要があるというのが課題の一つでございます。 

  それから浸透に関しましては、堤内地の地下水利用に影響を与えない対策工

の選定をということで、これは特に吉野川流域、下流域が旧河道が非常に多い

と。従って地下水と河川水の流通が盛んである。それから堤内地で取水量が非

常に多く分布しておりますということであります。特に岩津から第十の右岸と

いうふうなあたりにはそういうのが多い状態でありまして、治水と利水を整合

させた対策の検討が課題であるというふうに考えております。 

  それから侵食に対する課題としては、これは高水敷利用であるとか、あるい

は河岸環境に配慮した対策工法の選定ということで、侵食の対策はどうしても

河岸対策、護岸とかあるいは高水護岸とか、そういう河岸対策が中心になって

まいります。今現在は多自然型護岸というのが基本になっておりますけども、

この吉野川においても水中生物の生息であるとか生育であるとか、そういう生

態環境とか、あるいはのり養殖であるとか、そういうような河川利用であると

か、そういうものに配慮した形での侵食対策が必要になってくると。それが課

題の一つになるというふうに考えております。 

  それから地震に対しては、先程お話がありましたように、一つは大規模地震

による堤防被害の想定の手法ということでございます。これは要するに、今ま

でやってきたやり方というのは、中規模地震を対象として円弧すべり安定計算

によって安全率を出して、それをもとに堤防沈下量を推定するというふうな手

法を用いておりますけども、これから今考えようとしている大規模地震という

のは、マグニチュード８．６クラスの東南海、南海地震でありまして、これに

対する堤防被害の想定手法というのはまだ確立されておりません。最近の研究

で変形解析を用いた手法というのが提案されておりますので、そういう手法を

念頭に置きながら検討していく必要があるだろうと思っております。 

  それからもう一つは、津波を考慮した二次災害範囲の設定手法という工法と

いうことで、これについても今までは朔望平均満潮位＋２ｍ程度想定でありま

したが、現実に吉野川流域では、過去の大地震でしばしば津波による被害を被

っております。従って大規模地震によってこの二次災害の検討に用いる河川水

位は津波の遡上を想定することが必要になるだろうというふうに思っておりま

す。それが課題になるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

【委員長】 

  どうも。 

  今、この表の、例えば共通項の３番というのは、正に○○先生がさっき指摘

のあったことですよね。 

  どういう方法でいくかということについては、これからの検討ということに
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なるわけですが、ただいまご説明いただいたこの点について何かございませ

ん？ 

  ここは本当に議論したらいろんなことがあるんですが、次回からの正にテー

マなんですよね。だからここでどうのこうのではなくて、きっと次回からの検

討についてというような形でご意見、ご指摘をいただかなならんと。こんなこ

とだと思いますが。 

  いかがですかね。何かあります？ 

  それではですね、６番目は非常に大事なテーマですから、次回から本格的に

皆さん方のご意見をいただきたいと。こういうことで、ここでの議論はこのあ

たりにしたいと思います。 

  一応ですね、議事として事前に設定されておりましたのは以上でして、７番

目に質疑応答ということで、これまで今日の全体に対して改めて何かご意見が

あればここで伺うべきですが、いかがでしょうか。 

  各論的なところで個々に十分声を出してもらったということですかね。 

  それではですね、８番目にその他という、こういう項目がございますが、事

務局の方で何か具体的なその他に相当するものは用意しておられるんでしょう

か。 

  格段ございません？ああそうですか。 

  そうしますと、以上でですね、本日の議事については全て審議していただい

たと。こういうことだろうと思います。 

  今日はですね、もうお分かりのように何か新しいことに対して審議、検討す

るということではなくて、現状がどうであるかというですね、過去の諸々の側

面についてのデータを今日は開示いただいたということで、この吉野川堤防強

化検討というのはですね、今日のこういう背景を踏まえて、次回からの委員会

で本格的になされることだというふうに受け止めます。ということで、向こう

２年間ぐらいにわたってですね、６回ばかりの委員会が用意されてるわけです

が、次回から本格的な検討をしていただいて、最終的によりよい吉野川堤防の

有り様ということについての一つの提言がまとまればということを期待しまし

て、私の今日の役割を終えさせていただきます。 

  どうもこういうのは不慣れなもんですから、あまりスムーズな運営ができま

せんでした。次回からなんとか頑張りたいと思います。 

  それでは事務局にお返ししますんでどうぞ。 

【事務局】 

  長時間にわたりまして、熱心なご審議有り難うございました。 

  本日ご指摘いただきました事柄につきましては、次回以降の委員会に反映さ

せてまいりたいと思います。宜しくお願いします。 

  それと次回の委員会の日程につきましては、後日日程調整させていただきま

すので宜しくお願いいたします。 

  それではこれで第１回の検討委員会を終了させていただきます。 
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  委員の皆様、そして傍聴の皆様、本当に有り難うございます。 

  以上で散会といたします。 

                          －了－ 

 


